
令和４年度　市の施策として取り組むべき課題について（各区からの報告）

【市地域自立支援協議会で検討する課題】 令和４年８月

● 相談支援体制

件名（標題） 課題（現状） 解決に向けた方策案など
市の施策として取り組むべき

課題と考える理由
区

1 相談支援員専門員の拡充について

全体的に相談支援業務に従事する相談支援専門員が不足して
いる。特に障がい児相談支援事業所が少ない。障がい児給付
の受給者が増加している中で、児童だけでなく家族全体への
支援を要するケースもあるが、相談員の不足によりセルフプ
ランにせざるをえない場合がある。また、初任者研修を受
け、実際に配置されていても、実質兼務の関係等で人が足ら
ず相談支援をやっていない事業所もあり、ニーズは高くても
実情としては活かされていない。

相談支援専門員の増員、養成が必要。初任者研修など多くの
人が受講しているにもかかわらず、従事する人材が増えてい
ないため、根本的に計画相談支援事業に対する報酬の増額、
基準の要件緩和等、計画相談支援、障がい児相談支援に対す
る報酬体系の見直し、処遇改善が必要である。

受給者に対してセルフプランではなく、計画
相談支援により本人に合った支援内容、サー
ビスが適切に受けられるようにするべきであ
り、専門的かつ客観的な視点でのアドバイス
や計画作成を必要な時に気軽に受けられる体
制が必要と考える。

阿倍野区

● 関係機関との連携

件名（標題） 課題（現状） 解決に向けた方策案など
市の施策として取り組むべき

課題と考える理由
区

2
ケアマネジャーのスキルアップに
ついて

障がい者は、65歳を契機にサービスを介護保険制度移行しな
ければならない。そのため、サービスの質・量が変化しない
ようケアマネジャーは障がい者に寄り添った支援をする必要
がある。
また、障がい福祉サービス利用者のうち、計画相談支援の利
用率が約50％で、さらに障がい者の高齢化が進行しているた
め、ケアマネジャーは、今後さらに障がいに関する支援が増
大する。

・障がい制度に関する理解を深めることができるよう、ケア
マネジャーに「障がい制度に関する研修会」「介護保険制度
に移行するためのガイドライン研修会」を開催している。
・障がい支援相談員、医療機関、ケアマネジャーが一堂に会
し、「事例検討会」を開催し、顔の見える関係作りの構築の
ための一助とする。
・介護保険にスムーズに移行するために、65歳到達までにな
るべく多くの障がい者が計画相談支援を利用できるようにす
る必要がある。

区包括支援センターや区自立支援協議会で研
修に取組んでいるところではあるが、様々な
関係機関と連携し、さらにスキルアップでき
るような研修会を全市的に開催する必要性が
あると考える。

旭区

3
高齢障がい者の受け入れや対応に
ついて

障がい者の高齢化が進み、認知症や筋力の低下など、高齢化
に伴うリスクが増えている現状で、介護保険事業所との連携
が喫緊の課題になってきている。介護保険事業者の障がい理
解や、障がい事業者の高齢化支援への経験不足など、お互い
が補完し連携する必要がますます高まっている。これから重
度化高齢化課題は増加することが予想される。

障がい者の高齢化課題においては、介護保険事業者と障がい
福祉事業者の相互連携と理解が必須であり、これからも高齢
障がい者の支援は増加することが想定されるため、相互理解
を進めるための研修やケース検討など、大阪市社会福祉研修
情報センター等を利用して定期的に実施していく。

今後も同様の課題は出てくると思われるが、
高齢分野、障がい分野の相互理解を大きく進
めていくためには、分野を越えた連携が必要
であることから、つながる場や地域ケース会
議の開催など、市がその仕組みを率先して具
体化していくことが有効と考える。

住吉区

4 福祉と教育の連携

旭区では、自立支援協議会こども部会において、教育と福祉
の連携に取組んでいるが、教育現場（小中学校）と福祉サー
ビス事業所とが連携をする仕組みがないため、学校、福祉
サービスがそれぞれの場で、それぞれのやり方で、子どもの
サポートを行っている。そのような現状では、不登校児の支
援について、学校だけでの対応に限界があり、初期段階での
支援もスピーディに行うことが難しい。一方で、不登校児の
居場所になっている放デイも少なくはない現状がある。

学校と福祉サービス事業所での不登校児童生徒の現状の把握
を行うためにアンケート調査を実施する。その上で、困難を
抱えている子どもと家庭を支援するための教育と福祉と医療
のネットワークを構築し、ケースの状況に応じて迅速に関係
者が情報共有を行い、連携協力しあえる環境を整える。ま
た、必要に応じて、初期段階での直接的な不登校支援にも取
組む。

不登校児支援の課題は、旭区だけの課題では
ないこと、また、既存の取組みが機能してい
なかったり仕組みが無かったりすることか
ら、新しい協議や調整の場をつくるというこ
とではなく、大阪市として、教育と福祉と医
療がより連携しやすい環境をつくる必要があ
ると考える。

旭区

● ケア会議

件名（標題） 課題（現状） 解決に向けた方策案など
市の施策として取り組むべき

課題と考える理由
区

5 支援困難ケースの対応について

複合的課題を抱えているケースにおいて、疑問や対応方法な
どについて、支援者が身近に相談できる体制がなかなか整っ
ていないため、解決につながらないこともある。また、利用
者やその家族などからの過度な期待や要求、ハラスメント行
為等による相談員の負担も大きく、支援が困難となるケース
も見受けられる。

区基幹相談支援センターだけでなく、専門家による助言等の
相談支援専門員のフォローアップを行う。

専門家による助言や積極的な行政の介入等の
包括的な支援体制の構築を検討する必要があ
ると考える。

都島区

6
障がい者単独の課題に対するケア
会議の開催について

障がい福祉においては法定会議がない。
障がい者単独ケア会議に当事者の同意がなくとも、必要な個
人情報の共有と守秘義務を課す規定が必要である。

障がい者当事者や福祉・医療・教育・就業関
係者など多様な主体の参加する協議会は、支
援困難事例の検討を通じた地域課題の解決を
促進する場として有効であると思われるた
め、国に対して、協議会の個別事例の検討の
位置づけ及び守秘義務の規定に関する要望を
行う必要があると考える。

生野区
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